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第１１回 安来市農業委員会議事録 

 

令和３年５月２１日 午後２時００分 第１１回安来市農業委員会会議を安来市伯太庁舎会議室に招集する。 

 

１．出席委員 

    １番 横山 芳明君   ２番 足立 仁行君   ３番 永塚 知芳君   ４番 北中 宏一君 

５番 木戸 芳己君   ６番 杉原  建君   ７番 武上 隆雄君   ８番 仲佐 久子君 

９番 北川 正幸君  １０番 安松  智君  １１番 新田 里恵君  １２番 塩見 秀雄君 

１３番 板金  悟君  １４番 渡邊 克実君  １５番 佐々木 吉茂君 １６番 岡田 一夫君 

１７番 吉村  正君  １８番 齋藤  哲君   

 

２．欠席委員  １９番 渡辺 和則君 

 

３．出席事務局 

實重 昌宏君  名原  猛君  原 美穂子君 

 

４．議事案件 

日程第 １  議事録署名委員の指名 

日程第 ２  会期の決定 令和３年５月２１日  １日 

日程第 ３  議第４２号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第 ４  報第５３号 農地法第４条の規定による届出について 

日程第 ５  報第５４号 農地法第４条の規定による２ａ未満農地転用届出について 

日程第 ６  議第４３号 農用地利用集積計画の決定について 

日程第 ７ 報第５５号 農用地利用配分計画の認可の公告について 

日程第 ８  議第４４号 公益財団法人しまね農業振興公社中海干拓揖屋・安来地区入植促進農

地貸付けあっせん申出書の提出について 

日程第 ９ 報第５６号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

日程第 １０ 報第５７号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程第 １１ 報第５８号 公共事業に伴う農地一時転用の届出について 

日程第 １２ 報第５９号 認定電気通信事業者が行う中継施設等の設置に伴う農地転用届出に

ついて 

日程第 １３ 報第６０号 土地改良区からの地目変更届出の通知について 

 

５． 議事 

事務局：實重 昌宏君 

定刻になりましたので、只今から第１１回農業委員会を始めさせていただきたいと思います。本日お手元

に配布しております資料は、日程及び申請総括表であります。ご確認をお願いします。委員会の開会にあた

りまして、岡田会長のあいさつをお願いいたします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

   【あいさつ】 

 

議 長：岡田 一夫君 

本日の会議について、事務局から報告願います。 

 

事務局：實重 昌宏君 

本日の会議ですが、農業委員会等に関する法律第２７条第３項に基づき、定足数に達しておりますので第
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１１回安来市農業委員会会議を開催いたします。  

 

議 長：岡田 一夫君 

欠席委員はどなたですか？ 

 

事務局：實重 昌宏君 

１９番 渡辺委員です。 

 

議 長：岡田 一夫君 

日程第１ 議事録署名委員の指名を議題といたします。議事録署名委員は、委員会会議規則第１３条によ

り ５番 木戸委員、６番 杉原委員 を指名いたします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

日程第２ 会期の決定 を議題とします。お諮りいたします。今会議は本日１日としたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

 

【異議なしの声多数】 

 

議 長：岡田 一夫君 

ご異議なしと認めます。よって会議は本日１日と決定いたしました。 

 

議 長：岡田 一夫君 

日程第３ 議第４２号 農地法第３条の規定による許可申請について を議題とします。事務局の説明を

求めます。 

 

事務局：名原  猛君 

２ページをご覧ください。このことについて、別紙のとおり農地法施行規則第１０条の規定により申請書

の提出がありましたので審議を求めるものです。続いて３ページに案件を掲載していますので、ご覧くださ

い。今月の農地法第３条の許可申請は、４件で、すべて所有権移転に関する案件です。現地につきましては、

後ほど地元委員から報告していただきます。１番は、耕作便利による所有権移転に関する案件で、農地法第

３条第２項の規定に関して、①小作人の有無については、申請農地につき小作人は、いません。②全部耕作

については、権利取得後に、今回取得する農地を含めて全ての農地において作物を栽培する計画になってい

ます。③農作業の常時従事については、権利を取得する者が、取得後において耕作に必要な農作業に常時従

事します。④下限面積については、権利を取得する者が、取得後において農地の面積の合計が３０ａに達し

ています。⑤農地の効率的な利用については、通作距離 約３ｋｍ 農機具は、トラクター１台、モア１台、

ロールベーラー１台 家畜は、繁殖牛４頭を所有しています。労働力は本人１名及び家族１名の２名となり

ます。以上の点から許可要件のすべてを満たしております。この農地の対価は、１０です。２番は、交換に

よる所有権移転に関する案件で、農地法第３条第２項の規定に関して、①から④までの要件は満たしていま

す。⑤農地の効率的な利用については、通作距離 約３００ｍ 農機具は、トラクター１台、軽トラック１

台を所有しています。労働力は本人及び家族２名の３名となります。以上の点から許可要件のすべてを満た

しております。この農地の対価は、無償です。３番は、交換による所有権移転に関する案件で、農地法第３

条第２項の規定に関して、①から④までの要件は満たしています。⑤農地の効率的な利用については、通作

距離 約３００ｍ 農機具は、トラクター１台、軽トラック１台を所有しています。労働力は本人１名とな

ります。以上の点から許可要件のすべてを満たしております。この農地の対価は、無償です。４番は、受贈

による所有権移転に関する案件で、農地法第３条第２項の規定に関して、①から④までの要件は満たしてい

ます。⑤農地の効率的な利用については、通作距離 約５０ｍ 農機具は、管理機１台、草刈機１台を所有

しています。その他の農機具が必要な作業は、作業受託で対応するとのことです。労働力は本人１名となり
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ます。以上の点から許可要件のすべてを満たしております。この農地の対価は、無償です。以上です。 

 

議 長：岡田 一夫君 

説明が終わりました。地元委員から申請場所の説明を求めます。１番の案件について １７番 吉村委員 

お願いします。 

 

１７番 吉村  正君 

１７番 吉村です。１番案件の申請土地の場所ですけども、広瀬中学校のグラウンド横の富田山荘に向か

う市道がございますけども、その市道に隣接した土地でございます。申請人、譲受人は約１丁３反の農地を

所有しておりまして、事務局の説明にありましたように家の畜産業に非常に意欲的に励んでおります。また、

譲受人はこの地域の集落営農法人の構成員でございまして、この申請土地も含めて周囲の農地を約１０丁歩

ばかり管理しております。という事でございまして、今回の案件に問題はないと判断いたしております。以

上です。 

 

議 長：岡田 一夫君 

２番と３番の案件について ５番 木戸委員 お願いします。 

 

５番 木戸 芳己君 

５番 木戸でございます。２番、３番の案件について、まず、申請場所を説明します。市役所安来庁舎前

の国道９号線を西に行き、伯太川を越え、消防本部をさらに西に行き、吉田川を越え、５０ｍ行った交差点

を、南へ３０ｍ行った左側の土地です。収用により面積が狭くなった農地を隣接地と交換し、互いの利便性

を向上させるための交換であります。４１７番４、４１８番１０について、申請地周辺は譲受人が所有する

農地であり、権利取得後、一体的に耕作を行うため、周辺農地や集落営農等に悪影響を及ぼすことはありま

せん。４１６番５の土地について、申請地周辺は譲受人が所有する農地であり、権利取得後、一体的に耕作

を行うため、周辺農地や集落営農等に悪影響を及ぼすことはございません。委員の皆様のご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

４番の案件について ２番 足立委員 お願いします。 

 

２番 足立 仁行君 

２番 足立です。４番案件について説明させていただきます。譲渡人は以前、市外におられまして、なか

なかここの土地の管理が出来ないことから、譲受人が数年前から管理しておられます。場所は久白に塩津山

神社がありまして、すぐ目の前がこの該当の土地です。市道久白津田平線が出来たことにより、この該当地

が東西に二分されまして、この３筆に分かれております。先ほども言いましたが譲受人がすでに管理してお

り、今後も引き続きやるという事で、無償で受けられます。今までの管理も滞りなく出来ているので、今後

も問題ないと思います。審議のほどよろしくお願いいたします。以上です。 

 

議 長：岡田 一夫君 

説明が終わりました。１番の案件について質疑に入ります。質問のある方は発言をお願いします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

質疑がないようですので採決いたします。本件について提出原案のとおり賛成される方の挙手を求めます。 

 

議 長：岡田 一夫君 

全員賛成ですので、この案件については適当と認めることで決定されました。 
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議 長：岡田 一夫君 

次に、２番の案件について質疑に入ります。質問のある方は発言をお願いします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

質疑がないようですので採決いたします。本件について提出原案のとおり賛成される方の挙手を求めま

す。 

 

議 長：岡田 一夫君 

全員賛成ですので、この案件については適当と認めることで決定されました。 

 

議 長：岡田 一夫君 

次に、３番の案件について質疑に入ります。質問のある方は発言をお願いします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

質疑がないようですので採決いたします。本件について提出原案のとおり賛成される方の挙手を求めま

す。 

 

議 長：岡田 一夫君 

全員賛成ですので、この案件については適当と認めることで決定されました。 

 

議 長：岡田 一夫君 

次に、４番の案件について質疑に入ります。質問のある方は発言をお願いします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

   質疑がないようですので採決いたします。本件について提出原案のとおり賛成される方の挙手を求めま

す。 

 

議 長：岡田 一夫君 

   全員賛成ですので、この案件については適当と認めることで決定されました。 

 

議 長：岡田 一夫君 

日程第４ 報第５３号 農地法第４条の規定による届出について を議題とします。事務局の説明を求め

ます。 

 

事務局：名原  猛君 

４ページをご覧ください。このことについて、別紙のとおり農地法施行規則第２６条の規定による市街化区

域内における届出書の提出がありましたので報告するものです。５ページに案件の内容、６ページに申請位置

の地図をつけておりますのでご覧ください。今月の農地法第４条の市街化区域転用の届出は、１件です。現地

につきましては、後ほど地元委員から報告していただきます。１番の転用目的は店舗住宅です。以上です。 

 

議 長：岡田 一夫君 

説明が終わりました。地元委員から申請場所の説明を求めます。１番の案件について ５番 木戸委員 

お願いします。 

 

５番 木戸 芳己君 

【地元委員より位置図にて場所説明】 
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議 長：岡田 一夫君 

この案件については、報告事項ですので以上とします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

日程第５ 報第５４号 農地法第４条の規定による２ａ未満農地転用届出について を議題とします。事

務局の説明を求めます。 

 

事務局：名原  猛君 

７ページをご覧ください。このことについて、別紙のとおり農地法施行規則第２９条第１項第１号の規定

による２アール未満農地転用における届出書の提出がありましたので報告するものです。今まで議案の最後

となっておりましたが、このたびの届出につきましては、農地法第４条１項９号に規定されておりますため、

今年度からはこのような順番で議題に載せていくことになりましたのでよろしくお願いいたします。８ペー

ジに案件の内容、９ページに申請位置の地図をつけておりますのでご覧ください。今月の農地法第４条によ

る２ａ未満農地転用の届出は、２件です。１番の転用目的は牛舎、２番の転用目的は農業用倉庫です。以上

です。 

 

議 長：岡田 一夫君 

この案件については、報告事項ですので以上とします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

日程第６ 議第４３号 農用地利用集積計画の決定について を議題とします。事務局の説明を求めます。 

 

事務局：名原  猛君 

１０ページをご覧ください。このことについて、別紙のとおり決定依頼がありましたので農業経営基盤強

化促進法第１８条第１項の規定により審議を求めるものです。計画要請につきましては、１３ページ下段の

表の「利用集積計画件数、面積」の欄をご覧ください。今月は、賃借権が３９件、３６，４７０㎡、使用貸

借権が１１件、７，７８２㎡、全体で５０件、総面積が４４,２５２㎡となっています。詳細につきまして

は、農林振興課から説明があります。以上です。 

 

農林振興課 奥野 嗣明君 

農林振興課の奥野でございます。議第４３号について説明いたします。今月の利用集積計画は、番号１か

ら５及び８から１２が利用権設定でございます。番号１０及び１１の借り手が認定新規就農者審査会で令和

３年２月２２日に認定された新規就農者です。栽培品目はいちごでハウス栽培をされる予定でございます。

また、番号６及び７が農地中間管理機構の推進に関する法律第２条第３項に規定する、農地中間管理事業に

より農地の中間管理権を設定するものです。いずれも経営面積、従事日数など農業経営基盤強化促進法第１

８条第３項の各要件を満たしております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

説明が終わりました。それでは質疑に入ります。質問のある方は発言をお願いします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

質疑がないようですので採決いたします。本件について提出原案のとおり賛成される方の挙手を求めま

す。 

 

議 長：岡田 一夫君 

全員賛成ですので、この案件については適当と認めることで決定されました。 
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議 長：岡田 一夫君 

日程第７ 報第５５号 農用地利用配分計画の許可の公告について を議題とします。事務局の説明を求

めます。 

 

事務局：名原  猛君 

１９ページをご覧ください。このことについて、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５項の

規定により公告されたので報告するものです。２０ページから２７ページに農用地利用配分計画の認可の公

告の内容をつけていますのでご覧ください。農地中間管理事業によりしまね農業振興公社に利用権が設定さ

れた農地２５筆が、このたび、法人に賃借権の設定を受けた旨が公告されました。認可年月日は令和３年４

月１９日となっております。以上です。 

 

議 長：岡田 一夫君 

この案件については、報告事項ですので以上とします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

日程第８ 議第４４号 公益財団法人しまね農業振興公社中海干拓揖屋・安来地区入植促進農地貸付けあ

っせん申出書の提出について を議題とします。事務局の説明を求めます。 

 

事務局：名原  猛君 

２８ページをご覧ください。このことについて、別紙のとおり申出書の提出があったので審議を求めるも

のです。申出書の内容等につきましては、２９ページから３４ページに掲載しておりますのでご覧下さい。

今月の農地貸付けあっせん申出は１件です。詳細については、農林振興課から説明します。以上です。 

 

農林振興課 奥野 嗣明君 

議第４４号について説明いたします。詳細は３０ページからになります。公益財団法人しまね農業振興公

社中海干拓揖屋・安来地区入植促進農地貸付事業要領第５条により、貸付あっせん申出書の提出がございま

したので、市を経由して農業委員会へ提出いたしました。今月は１件ございます。申出者は干拓地内におい

て既にニンニクを中心に営農をしております。今回の借入希望農地は、経営面積拡大のため干拓内の公社貸

出農地について利用権設定をし、借り受けるものです。内容としましては、ニンニクを９０アール栽培する

計画となっております。あっせんの適格者の可否のご審議をよろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

議 長：岡田 一夫君 

この案件につきましては、７番 武上農業振興対策委員長の報告をお願いします。 

 

７番 武上 隆雄君 

７番 武上でございます。まず場所について、３４ページをご覧ください。右側中央部分に道の駅がござ

います。そこから西の方に８００ｍほど行きまして、右折して４０ｍのところを右折しまして２０ｍのとこ

ろの３枚が申請地でございます。中海干拓揖屋・安来地区入植促進農地貸付けあっせん申出に関する報告を

させていただきます。今回の案件は、安来地区農業公社所有地３筆、続きでございますが、９，０６０㎡の

あっせん申出であります。申出者は３月に借受人として適格と認められた経緯がございます。以前よりニン

ニクの栽培を中心として農業経営を意欲的に取り組んでおられます。今回の中海干拓地の貸付けあっせんの

申請をされた案件でございます。この案件につきましては、５月１２日、水曜日に永塚委員、事務局の原主

幹と３名で現地を確認いたしました。現地は数年耕作されていない場所でございまして、手を加えないと耕

作できないと考えております。これをきちんと手入れしていただき有効に活用していただけるものと考え、

農業振興対策委員会として本案件を適合者と判断いたしました。委員の皆様のご審議のほどよろしくお願い

いたします。以上でございます。 
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議 長：岡田 一夫君 

報告が終わりました。それでは質疑に入ります。質問のある方は発言をお願いします。 

 

１７番 吉村  正君 

   議長。 

 

議 長：岡田 一夫君 

１７番 吉村委員。 

 

１７番 吉村  正君 

１７番 吉村です。参考までに分かればですが、非常に積極的に意欲的に栽培に取り組んでおられます。

５年後の計画としてサフランを当初は球根を増殖するという事ですが、５年後の売り上げはそこの計算に含

まれていますが、５アールほどで大体どのぐらい取れて、どのぐらいの単価があるものでしょうか。サフラ

ン業界は分かりませんが、もし計画に載っていればお願いします。 

 

農林振興課 奥野 嗣明君 

３２ページの営農計画の概ね５年後という数字しか把握が出来ておりません。サフラン自体は今の計画で

いったら２５万円という数字が記載されていますが、そこまでの金額でしかないのかなというところです。

多分、特殊な作物なので、実際どうなるかというところは、はっきり把握が出来ておりません。今回の貸付

の中では、サフランの作付はされないのではないかと思います。 

 

議 長：岡田 一夫君 

   よろしいでしょうか。 

 

１７番 吉村  正君 

   はい。 

 

議 長：岡田 一夫君 

他に質問はございませんか。 

 

議 長：岡田 一夫君 

質疑がないようですので採決いたします。本件について提出原案のとおり賛成される方の挙手を求めま

す。 

 

議 長：岡田 一夫君 

全員賛成ですので、この案件については適当と認めることで決定されました。 

 

議 長：岡田 一夫君 

日程第９ 報第５６号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について を議題とします。事務局の

説明を求めます。 

 

事務局：名原  猛君 

３５ページをご覧ください。このことについて、別紙のとおり農地法施行規則第２１条の規定による届出

書の提出がありましたので報告するものです。３６ページから３８ページに届出内容を載せていますのでご

覧下さい。今月の届出については、５件で、全て相続です。以上です。 

 

議 長：岡田 一夫君 
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この案件については、報告事項ですので以上とします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

日程第１０ 報第５７号 農地法第１８条第６項の規定による通知について を議題とします。事務局

の説明を求めます。 

 

事務局：名原  猛君 

３９ページをご覧ください。このことについて、別紙のとおり農地法第１８条第６項の規定による合意解

約通知書の提出がありましたので報告するものです。４０ページに案件を掲載していますので、ご覧くださ

い。今月の農地法第１８条第６項の規定による解約については、１件で、すべて農業経営基盤強化促進法に

よる賃貸借の解約です。以上です。 

 

議 長：岡田 一夫君 

この案件については、報告事項ですので以上とします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

日程第１１ 報第５８号 公共事業に伴う農地一時転用の届出について を議題とします。事務局の説

明を求めます。 

 

事務局：名原  猛君 

４１ページをご覧ください。このことについて、別紙のとおり農地法施行規則第５３条の規定による農地

の一時転用の届出書の提出がありましたので報告するものです。４２ページに届出内容を載せていますので

ご覧下さい。今月の公共事業に伴う農地一時転用に係る届出は１件で、安来市長 田中武夫、担当部署 建

設部土木建設課より届出があったものです。事業名は、防災・安全交付金事業 安来港飯島線道路改良工事

で、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までです。終了後は農地に復元されます。以上です。 

 

議 長：岡田 一夫君 

この案件については、報告事項ですので以上とします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

日程第１２ 報第５９号 認定電気通信事業者が行う中継施設等の設置に伴う農地転用届出について 

を議題とします。事務局の説明を求めます。 

 

事務局：名原  猛君 

４３ページをご覧ください。このことについて、別紙のとおり農地法施行規則第５３条の規定による届出

書の提出がありましたので報告するものです。４４ページをご覧下さい。今月の届出は１件で、楽天モバイ

ルによる携帯電話無線基地局の設置です。以上です。 

 

議 長：岡田 一夫君 

この案件については、報告事項ですので以上とします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

日程第１３ 報第６０号 土地改良区からの地目変更届出の通知について を議題とします。事務局の

説明を求めます。 

 

事務局：名原  猛君 

４５ページをご覧ください。このことについて、別紙のとおり土地改良区からの通知がありましたので
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報告するものです。４６ページをご覧下さい。今月の通知は２件で、畑に地目変更です。以上です。 

 

議 長：岡田 一夫君 

この案件については、報告事項ですので以上とします。 

 

議 長：岡田 一夫君 

本日の議案の審議は全て終わりました。以上で第１１回安来市農業委員会会議を閉会します。 

 

 

（午後 ２時３５分） 

 

 


